
ヨコハマダンスコレクション 

 

コンペティション募集 Q＆A 

 

［コンペティションⅠ・Ⅱ共通］ 

●作品の上演時間について 

→募集要項に各コンペティションでの上演時間（コンペティションⅠ：20 分以内、コンペ

ティションⅡ：10 分以内）が決まっております。必ず時間内に収めて提出するようお願い

します。 

 

●「過度な映像編集を抑えた映像であること」について、定点からの撮影でなくても提出

可能か？ 

→多方向からのカットやカメラが多少動くことは構いません。 

 

●提出する応募映像は、練習スタジオでもいいのか？ 

→可能です。場所は問いません。 

 

●応募映像の撮影で照明は必要か？ 

→なくても構いません。必ずしも上演審査の環境と合わせる必要はありません。 

 

●即興やライブ演奏は可能か？ 

→作品の一部に即興が入ることやライブ演奏の演出が入っても構いません。 

 

●小道具の制限はあるか？ 

→応募時映像で使用する小道具に制限はありませんが、選考通過後に協議させていただく

場合があります。 

 

●１作品は振付家として 1 作品はダンサーとして出演するといった形は可能か？  

→ 可能です。ただし、上演審査時に無理のないようにしてください。 

 

●上演審査の際の音響・照明スタッフの手配は自分で行う必要があるか？ 

→当事務局でも手配していますので、必ずしもご自身で手配いただく必要はありません。 



●上演審査会場の舞台の広さは？ 

→コンペティションⅠとⅡで異なります。詳しくは応募要項の「上演審査会場」をご覧く

ださい。 

 

［コンペティションⅠ］ 

●コンペティションⅠの応募資格にある「公演実績があること」は、自身の主催公演でな

くてもいいのか？ 

→はい。ご自身の主催公演でなくても問題ありません。また、公演の規模や入場料の有無

は問いません。 

 

［コンペティションⅡ］ 

●応募者は個人・連名・カンパニー種別問わず、日本在住の 25 歳以下でなければいけない

のか？ 

→種別問わず 25 歳以下でなければなりません。ただし、グループ作品の場合でも個人で応

募した場合、その応募者が 25 歳以下であれば問題はありません。 

 

●募集要項の提出資料【コンペティション II〈新人振付家部門〉】の項目にある「身体の動

きがよくわかる映像」というのは応募作品の映像に関してなのか？ 

→応募作品の映像に関してのことです（自己 PR 映像に関してではありません） 

 


